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占用物件の安全確認報告書


占用許可申請書に記載の占用物件については、下記のとおり点検を実施し、道路等の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないものとして安全性を確認しました。


記


直近の点検実施日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

以上


　　
【参考】占用物件の安全確認について
道路、法定外公共物（以下、「道路等」という。）の占用物件については、それぞれの占用者が適切な維持管理を行うものとされています。しかしながら、道路等の老朽化や大規模な災害発生の可能性等を踏まえた道路等の適正な管理を図り、道路等利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路等の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件について、国の指導等を踏まえ、安全性の確認を行うこととします。
そのため、占用者が占用期間を更新しようとするときは、占用許可申請書と併せて安全確認報告書を提出いただきます。

～安全確認報告書の提出が必要な占用物件～
電柱及び電話柱、電線、地下管路（個人の引込管を除く）、跨道施設（鉄道橋を除く）及びこれらと一体となって機能する占用物件を基本とします。
